
 

 

さいたま市告示第１８６６号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条第１項により、次のとおり告示

する。 
  令和７年１２月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置  
従前地：さいたま市南区大字大谷口字向原１４３２番２ 
仮換地：さいたま都市計画事業大谷口・太田窪土地区画整理事業８街区１６－３画地 

⑵ 指定の年月日 令和７年１２月２２日 
⑶ 指定の番号 第南２５－０１７号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
⑸ 道路の延長 ２１．９５ｍ 


